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今
年
も
申
告
の
時
期
に
な
り
ま

し
た
。
日
程
表
の
と
お
り
新
型
コ

ロ
ナ
感
染
症
対
策
の
う
え
申
告
相

談
を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
申
告
は

令
和
５
年
度
の
市
県
民
税
、
国
民

健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
の
算

定
基
礎
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
告

が
必
要
な
人
は
各
申
告
会
場
で
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。
税
務
署
で
所

得
税
の
申
告
を
す
る
人
は
、
市
会

場
で
の
市
県
民
税
の
申
告
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
申
告
期
間

中
は
、
担
当
職
員
が
各
会
場
に
出

向
い
て
不
在
と
な
る
の
で
、
会
場

以
外
で
の
申
告
受
付
は
で
き
ま
せ

ん
。
必
ず
各
申
告
会
場
で
申
告
し

て
く
だ
さ
い
（
申
告
日
程
は
３

ペ
ー
ジ
）。

◆
令
和
４
年
中
に
次
の
よ
う
な
所

得
が
あ
る
人

▼
営
業
所
得
（
自
営
業
、外
交
員
、

大
工
職
、
左
官
職
、
ホ
ス
テ
ス
職

な
ど
）

▼
農
業
所
得

▼
山
林
所
得

▼
不
動
産
所
得（
貸
地
、貸
家
な
ど
）

▼
雑
所
得
（
年
金
〈
個
人
年
金
、

遺
族
年
金
、
障
害
者
年
金
を
含

む
〉、
原
稿
料
な
ど
）

▼
一
時
所
得
（
生
命
保
険
の
満
期

返
戻
金
な
ど
）

▼
譲
渡
所
得
（
土
地
、
建
物
な
ど

の
売
却
に
よ
る
収
入
な
ど
）

▼
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
か
ら

の
配
分
金

※
農
業
、
営
業
、
不
動
産
と
い
っ

　

た
事
業
所
得
が
あ
る
人
は
、
必

　

ず
事
前
に
収
入
と
経
費
の
計
算

　

を
し
て
収
支
内
訳
書
な
ど
を
作

　

成
し
て
か
ら
申
告
会
場
に
来
場

　

く
だ
さ
い
。
計
算
を
し
て
い
な

　

い
場
合
は
、
計
算
後
に
受
付
け

　

る
た
め
、
順
番
が
前
後
す
る
場

　

合
が
あ
り
ま
す
。

※
一
時
所
得
や
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

　

ン
タ
ー
か
ら
の
配
分
金
に
つ
い

　

て
申
告
す
る
人
は
支
払
証
明
書

　

を
持
参
く
だ
さ
い
。

※
譲
渡
所
得
が
あ
る
場
合
、
内
容

　

に
よ
っ
て
は
税
務
署
で
の
申
告

　

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

◆
給
与
所
得
者
で
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人

▼
勤
務
先
で
年
末
調
整
が
さ
れ
て

い
な
い
。

▼
年
末
調
整
に
含
ま
れ
な
い
扶
養

控
除
、
社
会
保
険
料
控
除
、
生
命

保
険
料
控
除
、
医
療
費
控
除
な
ど

を
受
け
る
。

▼
給
与
所
得
以
外
に
年
金
所
得
や

農
業
な
ど
の
事
業
所
得
が
あ
っ
た

（
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万

円
以
下
で
確
定
申
告
が
不
要
な
人

で
も
、
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

◆
公
的
年
金
の
受
給
者
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

▼
公
的
年
金
収
入
以
外
に
給
与
所

得
や
農
業
な
ど
の
事
業
所
得
が

あ
っ
た
。

▼
年
金
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ

れ
な
い
扶
養
控
除
、
社
会
保
険
料

控
除
、
生
命
保
険
料
控
除
、
医
療

費
控
除
な
ど
を
受
け
る
。

※
公
的
年
金
の
収
入
金
額
の
合
計

　

額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
他

　

の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
人
は

　

所
得
税
の
申
告
（
確
定
申
告
）　

　

は
不
要
で
す
が
、
所
得
税
の
還

　

付
を
受
け
る
た
め
の
還
付
申
告

　

は
で
き
ま
す
。
ま
た
、
所
得
税

　

申
告
が
不
要
で
も
、
扶
養
控
除

　

な
ど
の
各
種
控
除
を
受
け
る
人

　

は
市
県
民
税
申
告
が
必
要
で
す
。

◆
令
和
４
年
中
に
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人

▼
生
活
保
護
、
遺
族
年
金
、
障
害

年
金
、
児
童
扶
養
手
当
、
傷
病
手

当
、
雇
用
保
険
な
ど
の
非
課
税
と

な
る
収
入
の
み
で
、
ほ
か
に
収
入

が
な
い
。

▼
市
外
に
住
所
が
あ
る
家
族
の
被

扶
養
者
と
な
っ
て
い
る
（
例
：
市

外
に
単
身
赴
任
中
の
夫
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
な
ど
）

申
告
の
対
象
者

市県民税・国民健康保険税・介護保険料

令和 ５ 年 申告相談
・税務課　　　　　　　℡ 23‐０１１５
・須木庁舎住民生活課　℡ 48‐３１３２
・野尻庁舎住民生活課　℡ 44‐１１００

お
問
い
合
わ
せ
先

市県民税・国民健康保険税・介護保険料の

申告は３月 15 日（水曜 ) まで
新型コロナウイルス感染症
対策を徹底して実施します
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次
に
該
当
す
る
人
は
税
務
署
で

の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

　

税
務
署
で
の
申
告
相
談
は
当
日

配
布
す
る
「
入
場
整
理
券
」
が
必

要
で
す
。

※
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
通
じ
た
オ
ン
ラ
イ

　

ン
事
前
予
約
も
可
能

▼
青
色
申
告

▼
消
費
税
、
贈
与
税
、
相
続
税
の

申
告

▼
初
め
て
の
住
宅
借
入
金
特
別
控

除
（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
申
告

▼
土
地
、
建
物
の
譲
渡
に
よ
る
収

入
の
申
告
（
た
だ
し
、
農
業
委
員

会
を
通
じ
た
売
却
や
公
共
事
業
に

関
す
る
譲
渡
は
市
の
申
告
相
談
会

場
で
も
受
け
付
け
ま
す
）

▼
株
式
の
譲
渡
や
配
当
所
得
の
申

告
（
損
失
の
繰
越
申
告
含
む
）

※
上
場
株
式
の
譲
渡
や
配
当
で
確

　

定
申
告
と
異
な
る
課
税
方
式
を

　

選
択
す
る
場
合
は
別
途
、
市
県

　

民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

▼
先
物
取
引
、
仮
想
通
貨
、
Ｆ
Ｘ

に
よ
る
収
入
の
申
告
（
損
失
の
繰

越
申
告
含
む
）

▼
令
和
３
年
分
以
前
の
確
定
申
告

▼
亡
く
な
っ
た
人
の
準
確
定
申
告

　

確
定
申
告
書
は
、
書
面
に
代
わ

り
電
子
申
告
で
税
務
署
に
提
出
し

ま
す
。
電
子
申
告
に
は
、「
利
用

者
識
別
番
号
（
16
ケ
タ
）」
が
必

要
で
す
。
税
務
署
か
ら
の
案
内
で

事
前
に
交
付
さ
れ
て
い
る
な
ど
、

す
で
に
利
用
者
識
別
番
号
を
取
得

し
て
い
る
人
は
番
号
が
記
載
さ
れ

た
書
類
を
申
告
会
場
に
持
参
く
だ

さ
い
。

◆
申
告
者
全
員
に
共
通
す
る
も
の

▼
個
人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
個
人
番

号
が
確
認
で
き
る
も
の

▼
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な

ど
身
元
確
認
が
で
き
る
も
の

◆
各
対
象
者
の
み
持
参
す
る
も
の

▼
給
与
、
年
金
の
収
入
が
あ
る
人

　

源
泉
徴
収
票
、
給
与
支
払
証
明

書
な
ど

▼
農
業
、
営
業
、
不
動
産
な
ど
の

事
業
所
得
が
あ
る
人

　

令
和
４
年
中
の
収
入
と
支
出
が

わ
か
る
帳
簿
、
収
支
内
訳
書
、
領

収
書
な
ど

※
帳
簿
記
帳
を
し
て
い
な
い
人
は
、

　

事
前
に
収
入
金
額
と
必
要
経
費

　

を
計
算
し
て
収
支
内
訳
書
を
作

　

成
の
う
え
持
参
く
だ
さ
い
。

※
肉
用
牛
を
出
荷
し
た
人
は
、
売

　

却
証
明
書
を
持
参
く
だ
さ
い
。

※
前
年
に
農
業
所
得
に
か
か
る
減

　

価
償
却
資
産
が
あ
っ
た
人
に
事

　

前
調
査
票
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

円
滑
か
つ
迅
速
な
申
告
相
談
の

　

実
施
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
の

　

で
、
市
へ
調
査
票
を
未
提
出
の

　

人
は
、
早
め
の
提
出
を
お
願
い

　

し
ま
す
。

▼
一
時
所
得
（
生
命
保
険
の
一
時

金
や
満
期
返
戻
金
な
ど
）
が
あ
る
人

　

収
入
金
額
と
払
込
保
険
料
な
ど

の
必
要
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
保

険
会
社
な
ど
支
払
元
か
ら
送
付
さ

れ
る
書
類
な
ど
）

▼
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
人

　

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
（
国

民
年
金
保
険
料
、
社
会
保
険
任
意

継
続
保
険
料
な
ど
）

※
市
の
申
告
会
場
で
申
告
す
る
人

　

は
、
ほ
け
ん
課
発
行
の
納
付
確

　

認
書
（
申
告
用
）
は
不
要
で
す
。

※
令
和
４
年
中
に
転
入
し
た
人
で
、

　

前
住
所
地
で
国
民
健
康
保
険
税

　
（
料
）
な
ど
の
納
付
を
し
て
い
る

　

場
合
は
、
前
住
所
地
自
治
体
発

　

行
の
証
明
書
が
必
要
で
す
。

▼
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険

料
控
除
を
受
け
る
人

　

保
険
会
社
が
発
行
す
る
生
命
保

険
料
、
損
害
保
険
料
、
地
震
保
険

料
な
ど
の
支
払
証
明
書

▼
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
な
ど

▼
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

　
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
ま

た
は
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
税
制
の
明
細
書
」
の
い
ず
れ
か

※
明
細
書
を
作
成
し
て
添
付
す
る

　

こ
と
で
、
領
収
書
の
提
示
と
添

　

付
が
不
要
と
な
り
ま
す
。
た
だ

　

し
、
領
収
書
は
本
人
が
５
年
間

　

保
管
し
ま
す
。

▼
寄
附
金
税
額
控
除
を
受
け
る
人

　

寄
附
先
か
ら
発
行
さ
れ
る
証
明

書
な
ど

▼
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
人

　

口
座
振
込
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
申
告
者
本
人
の
名
義
の
預
金

通
帳
な
ど

　

次
の
証
明
書
の
交
付
や
各
種
申

請
手
続
き
な
ど
が
で
き
な
い
恐
れ

が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
く
だ
さ

い
。

▼
所
得
証
明
書
・
課
税
証
明
書
の

交
付

▼
市
営
住
宅
・
県
営
住
宅
の
申
請

▼
児
童
手
当
申
請

▼
幼
稚
園
・
保
育
園
・
認
定
こ
ど

も
園
の
入
園
申
請

▼
医
療
費
な
ど
の
給
付

　

確
定
申
告
は
、
自
宅
な
ど
か
ら

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

利
用
で
き
る
電
子
申
告
が
便
利
で

す
。
会
場
で
待
た
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
24
時
間
（
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時

間
を
除
く
）
い
つ
で
も
利
用
可
能

で
す
。
是
非
利
用
く
だ
さ
い
。

●
問

・
税
務
課

℡
23
‐
０
１
１
５

・
須
木
庁
舎
住
民
生
活
課　

℡
48
‐
３
１
３
２

・
野
尻
庁
舎
住
民
生
活
課　

℡
44
‐
１
１
０
０

・
小
林
税
務
署

℡
23
‐
３
１
２
６

申
告
に
必
要
な
も
の

確
定
申
告
は
電
子
申
告
が

便
利
で
す

確
定
申
告
書
は
、
電
子
申
告
で

税
務
署
に
提
出
し
ま
す

申
告
し
な
か
っ
た
場
合

税
務
署
で
の
申
告
が
必
要
な
人
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月日 曜日

対象地区 会場

2 月 14 日 火 細野１区 南部いろり村

2 月 15 日 水 細野２区 南部いろり村

2 月 16 日 木 細野３区 南部いろり村

2 月 17 日 金 北西１区
北西３区

西ノ原農村
集会所

２月 20 日 月 南西２区
南西４区

西ノ原農村
集会所

2 月 21 日 火 南西１の西区
南西３区

西ノ原農村
集会所

2 月 22 日 水 北西 2 区 東方研修館

2 月 23 日 木
（祝） 東方 2 区 東方研修館

2 月 24 日 金 東方 1 区 東方研修館

2 月 27 日 月 西堤・北堤・
南堤区（木場）

農村環境
改善センター

2 月 28 日 火 水流迫
南堤区（岩瀬・下堤）

農村環境
改善センター

3 月１日 水 真方１区 中央公民館

3 月 2 日 木 真方 2 区 中央公民館

3 月 3 日 金 真方３区
坂元区 中央公民館

3 月 6 日 月
南真方東区
南真方西区
南真方区

中央公民館

3 月 7 日 火
上町の全区
永田町区 中央公民館

3 月８日 水 上町の全区
永田町区 中央公民館

3 月 9 日 木 通り町区
種子田区 中央公民館

3 月 10 日 金 後川内区
南西１の東区 中央公民館

3 月 13 日 月 西町の全区
緑町区 中央公民館

3 月 14 日 火
南島田区
本町区
仲町区

中央公民館

3 月 15 日 水 新生町区 中央公民館

月日 曜日

対象地区 会場

2 月 1 日 水 野尻 5 区、6 区
いきいきコミュニティ

センター

2 月 2 日 木 野尻 5 区、6 区
いきいきコミュニティ

センター

2 月 3 日 金 野尻 1 区、2 区 紙屋やすらぎ荘

2 月 6 日 月 野尻 1 区、2 区 紙屋やすらぎ荘

2 月 7 日 火 野尻 3 区、4 区 野尻庁舎

2 月 8 日 水 野尻 3 区、4 区 野尻庁舎

2 月 9 日 木 野尻全地区 野尻庁舎

2 月 10 日 金 野尻全地区 野尻庁舎

月日 曜日

対象地区 会場

2 月 16 日 木 内山区
内山地域福祉センター

（午後は 12 時 30 分～
14 時 30 分）

2 月 21 日 火 畜産農家 須木庁舎

2 月 22 日 水 畜産農家 須木庁舎

2 月 24 日 金 奈佐木区 須木庁舎

2 月 27 日 月 麓区 須木庁舎

2 月 28 日 火 永田区 須木庁舎

3 月 1 日 水 原区 須木庁舎

3 月 2 日 木 中河間区 須木庁舎

3 月 6 日 月 下九瀬区、
上九瀬区 須木庁舎

3 月 7 日 火 夏木区、堂屋敷区 須木庁舎

小林地区
（受付時間）

午前の部：８時 30 分～ 11 時 30 分
午後の部：12 時 30 分～ 15 時

須木地区
（受付時間）

午前の部：   ９時～ 11 時
午後の部：13 時～ 15 時

野尻地区
（受付時間）

午前の部：   9 時～ 11 時 30 分
午後の部：13 時～ 15 時

■令和５年　申告相談日程　市県民税・国民健康保険税・介護保険料
※申告期間中は、会場以外での申告はお受けすることができません。

※中央公民館駐車場の門扉は 7 時 45 分に開錠しますが、門
扉前で車を止めて開錠を待つ行為は通学や通勤の妨げになり
大変危険です。また、道路交通法にも抵触する恐れがありま
すので、絶対にお止めください。



4

２０２3 年　　1 月 15 日号Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎおしらせ
　

標
記
プ
ラ
ン（
平
成
24
年
３
月
）

を
見
直
し
、
市
内
の
住
宅
事
情
や

ま
ち
づ
く
り
の
現
状
な
ど
を
踏
ま

え
、
安
全
に
安
心
し
て
快
適
に
生

活
で
き
る
新
た
な
住
ま
い
・
ま
ち

づ
く
り
の
方
針
と
な
る
「
小
林
市

住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
住
生
活

基
本
計
画
）（
案
）」
へ
の
意
見
を

募
集
し
ま
す
。

◆
募
集
期
間　

１
月
17
日（
火
曜
）

　

～
２
月
15
日
（
水
曜
）

◆
閲
覧
場
所

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
情
報
公
開

室
（
総
務
課
）、
管
財
課
、
須
木

庁
舎
住
民
生
活
課
、
野
尻
庁
舎
地

域
振
興
課
、
西
小
林
出
張
所
、
紙

屋
出
張
所

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
除
き
、
開

　

庁
日
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分

　

ま
で
閲
覧
で
き
ま
す

◆
意
見
応
募
方
法

　

所
定
の
意
見
等
提
出
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
直
接
持
参
、
郵

便
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル

で
応
募
く
だ
さ
い
。

●
申
・
問
・
管
財
課

　

小
林
市
細
野
３
０
０
番
地

　

℡
23
‐
０
２
２
２

　

22
‐
４
１
７
７
（
代
表
）

　

k_kanzai@city.kobayashi.lg.jp

　

第
３
次
計
画
期
間
の
終
了
に
伴

い
、
令
和
５
年
度
か
ら
５
年
間
を

計
画
期
間
と
す
る
「
第
４
次
小
林

市
食
育
・
地
産
地
消
推
進
計
画

（
案
）」へ
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

国
の「
食
育
基
本
法
」と
県
の「
第

３
次
宮
崎
県
食
育
・
地
産
地
消
推

進
計
画
」、
市
の
「
第
２
次
小
林

市
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
」
に

基
づ
く
指
針
と
な
り
ま
す
。

◆
募
集
期
間　

１
月
16
日（
月
曜
）

　

～
２
月
17
日
（
金
曜
）

◆
閲
覧
場
所

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
情
報
公
開

室
（
総
務
課
）、
農
業
振
興
課
、

須
木
庁
舎
地
域
整
備
課
、
野
尻
庁

舎
地
域
整
備
課
、西
小
林
出
張
所
、

紙
屋
出
張
所

◆
意
見
応
募
方
法

　

所
定
の
意
見
等
提
出
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
直
接
持
参
、
郵

便
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル

で
応
募
く
だ
さ
い
。

●
申
・
問
・
農
業
振
興
課

　

℡
23
‐
０
３
０
０

　

23
‐
０
３
３
４

　

k_nourin@city.kobayashi.lg.jp

　

本
市
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
や
デ
ー
タ
を

活
用
し
て
住
民
の
利
便
性
を
向
上

さ
せ
る
と
と
も
に
、
業
務
効
率
化

を
図
り
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
更
な
る

向
上
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
の

「
小
林
市
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画

（
案
）」へ
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

◆
募
集
期
間　

１
月
16
日（
月
曜
）

　

～
２
月
15
日
（
水
曜
）

◆
閲
覧
場
所

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
情
報
公
開

室
（
総
務
課
）、
企
画
政
策
課
、

須
木
庁
舎
地
域
振
興
課
、
野
尻
庁

舎
地
域
振
興
課
、西
小
林
出
張
所
、

紙
屋
出
張
所

◆
意
見
応
募
方
法

　

所
定
の
意
見
等
提
出
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
直
接
持
参
、
郵

便
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル

で
応
募
く
だ
さ
い
。

●
申
・
問
・
企
画
政
策
課

　

℡
23
‐
０
４
５
６
（
直
通
）

　

22
‐
４
１
７
７
（
代
表
）

　

k_kikaku@city.kobayashi.lg.jp
　

小
規
模
特
認
校
制
度
と
は
、
一

定
の
条
件
の
も
と
、
小
規
模
校
の

特
性
を
活
か
し
特
定
の
通
学
区
域

外
か
ら
の
転
入
学
を
認
め
る
も
の

で
す
。（
転
入
学
条
件
が
あ
り
ま
す
）

◆
対
象
校
（
指
定
校
）

　

幸
ヶ
丘
小
学
校

※
複
式
指
導
を
し
て
い
ま
す

◆
転
入
学
条
件

・
本
来
通
学
す
べ
き
学
校
が
、
小

林
小
学
校
、
三
松
小
学
校
の
児
童

で
あ
る
。

・
保
護
者
の
責
任
に
お
い
て
、
通

学
す
る
児
童
を
送
迎
で
き
る
。

・
転
入
先
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
や
学
校

の
指
導
体
制
等
に
関
し
全
面
的
に

協
力
で
き
る
。

・
１
年
以
上
の
通
年
通
学
が
で
き
る
。

※
詳
し
く
は
問
合
せ
く
だ
さ
い

◆
申
請
方
法

　

所
定
の
申
請
書
に
よ
り
、
２
月

10
日
（
金
曜
）
ま
で
に
学
校
教
育

課
へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
書
配
布
場
所

　

学
校
教
育
課

●
申
・
問
・
学
校
教
育
課

　

℡
23
‐
０
４
２
４

　

須
木
の
歴
史
を
ひ
も
と
き
ま
す

◆
日
時　

３
月
２
日
（
木
曜
）

　

10
時
～
11
時
30
分　

◆
場
所

　

須
木
総
合
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

◆
内
容

 

須
木
城
、
ま
ま
子
滝
の
由
来
な
ど

◆
参
加
費　

無
料

◆
定
員　

15
人

※
申
込
者
多
数
の
場
合
は
抽
選

◆
対
象　

市
内
在
住
、
在
勤
の
人

◆
申
込
締
切　

２
月
16
日（
木
曜
）

●
申
・
問
・
教
育
部
須
木
分
室

　

℡
48
‐
２
２
６
６

小
林
市
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

（
住
生
活
基
本
計
画
）（
案
）

第
４
次
小
林
市
食
育

・
地
産
地
消
推
進
計
画
（
案
）

小
林
市
自
治
体
Ｄ
Ｘ

推
進
計
画
（
案
）

意
見
募
集
（
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
）

募　

集

令
和
５
年
度

小
規
模
特
認
校
制
度

FAXMail

FAXMail

FAXMail

講
座
・
催
し

須
木
生
涯
学
習
講
座

な
る
ほ
ど
！
須
木
の
歴
史
講
座

こばやし福祉推進大会を開催します
　福祉分野で活動された個人や団体の表
彰、金婚夫婦のお祝い、小林市友愛クラ
ブ会員の米寿祝い、アトラクション、福
祉しょっぷ出店などを行います
◆日時 ２月３日（金曜） 13 時 30 分～
◆場所　文化会館　大ホール
※申し込みを忘れている金婚夫婦は連絡
　ください
●問・福祉課　℡ 23‐０１１１

令和３年度改訂ごみ分別【虎の巻】の「処理困難ごみ」２２ページが変更になりました。
このページを虎の巻に差し込み使用してください。※ 令和５年１月改定（　　　の部分が変更点）

集
送
セ
ン
タ
ー

Ｊ
Ａ
こ
ば
や
し



Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎ令和３年度改訂ごみ分別【虎の巻】の「処理困難ごみ」２２ページが変更になりました。
このページを虎の巻に差し込み使用してください。※ 令和５年１月改定（　　　の部分が変更点）

　以下のごみは、市では収集・処理・処分が出来ません。　
販売店、次ページ専門業者、取扱店などへ相談してください。

事前に各事業所へ確認してから搬入してください。

22

※ 注１　 障子紙・ガラス・金属などの付属品は取り除いてから搬入してください。
※ 注 2　 素材により受け入れできない場合がありますので、必ず確認してから搬入してください。
※ 注 3　 長さを５０㎝程度にカットしてから搬入してください。
※ 注 4　 リサイクルシールが貼られている消火器、PFOS 含有消火器は受け入れできません。

コンクリート・ブロックセメント

レンガ

※注１

※注２

※注３

※注４

● ● ●

●

●

●

● ●

●

●

●

● ●

●

● ●

●

● ●

●

● ●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ガラス・窓ガラス・流し台

建具・障子・ドア（戸）など
の木くず類

石膏ボード・スレート瓦・便器

伐採木（竹）・枝・丸太・木の根

バッテリー（車両用）

太陽温水器・給湯機・ボイラー

販売店、取扱店などへご相談ください。

販売店、取扱店などへご相談ください。

廃タイヤ

消火器

耐火金庫

仏壇・神棚

洗面台・浴槽

たたみ

樹脂製波板（タキロン）
塩化ビニールパイプなど

トタン板・鉄骨・鉄筋など
の鉄くず・金属類

ピアノ・電子ピアノ
電子オルガンなど
トラクター・管理機・バイク
スクーター・ホイルなど

農業用廃ビニール苗箱（水稲用）等
※ JA こばやし・農業振興課までご相談ください。

自動車の部品・ガスボンベ（LP ガス）・ガソリン・
灯油・混合油・エンジンオイル・シンナーなど

建
築
廃
材
な
ど

楽
器
類

大
型

農
機
具

二
輪
車

九
州
北
清

ホ
シ
ヤ
マ

小
林
ア
ル
ミ

ニ
シ
モ
ロ
開
発

三
共

ク
ル
セ
ン
タ
ー

ウ
ッ
ド
リ
サ
イ

渕
上
組

吉
行
産
業

ア
ラ
イ

園
芸
課

Ｊ
Ａ
こ
ば
や
し

集
送
セ
ン
タ
ー

Ｊ
Ａ
こ
ば
や
し

● ● ●

●●

●

● ●

●

●

●

処理困難ごみ

虎の巻㌻



Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎ ２０２3 年　　1 月 15 日号Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎおしらせ

６

の
じ
り
生
涯
学
習
講
座

参
加
者
募
集

投票区 投票所 当日有権者数（人）投票率（㌫） 投票区 投票所 当日有権者数（人）投票率（㌫）

1 小林市役所 2,425 57.20 24 南西四区営農研修館 481 55.93

2 小林小学校体育館 2,113 53.01 25 深草公民館 181 54.70

3 細野小学校体育館 3,441 53.73 26 栗巣野公民館 207 63.29

4 山中営農研修施設 372 52.96 27 橋谷地区公民館 238 57.56

5 三松小学校体育館 3,158 51.93 28 中大出水公民館 462 57.14

6 水流迫公民館 799 58.07 30 小林中学校体育館 1,488 49.40

7 東方研修館 1,068 56.18 31 須木総合ふるさとセンター 728 65.80

8 真方一区公民館 671 52.16 32 鳥田町小学校体育館 229 69.87

9 真方二区営農研修館 369 55.83 33 奈佐木地区多目的研修集会施設 209 66.99

10 真方三区公民館 563 60.57 34 内山地域福祉センター 132 62.88

11 小林市西ノ原農村集会所 478 54.18 36 新村公民館 432 67.36

12 永久津地区体育館 356 57.58 37 紙屋老人福祉館 375 61.87

13 今別府公民館 425 50.35 38 大淀公民館 84 69.05

14 西小林児童センター 1,083 52.45 39 今別府営農研修施設 363 55.65

15 種子田公民館 431 49.42 40 天境営農研修施設 107 77.57

16 生駒公民館 383 50.65 41 野尻町保健福祉センター 1,112 56.65

17 三松地区体育館 1,362 54.33 42 平木場公民館 180 68.89

18 高山公民館 425 54.59 43 牟田原農業構造改善センター 553 59.67

19 大王公民館 141 61.70 44 野尻町農村環境改善センター 996 59.24

20 岡原地区営農研修館 187 52.94 45 水流平公民館 278 61.51

21 孝の子公民館 672 56.70 46 野尻町いきいきコミュニティセンター 739 60.62

22 鸙野営農研修館 248 65.32 47 旧消防団第６部詰所 706 57.51

23 小林中央公民館 5,019 51.17 合計 36,469 55.22

令和４年 12 月 25 日執行　宮崎県知事選挙結果
　令和４年 12 月 25 日に行われた宮崎県知事選挙の投票結果をお知らせします。投票率は、前回を 19.01 ポイント上
回る 55.22 ㌫となりました。投票所ごとの当日有権者数、投票率などは下表のとおりです。
　詳細は、市ホームページで確認ください。

【市内投票所ごとの当日有権者と投票率】

【年代別の投票率】　※平均的な投票所（第１投票所）のデータを記載
10 代 20 代 30 代 ４0 代 ５0 代 ６0 代 ７0 代 ８０代以上

35.42 ㌫ 35.68 ㌫ 43.33 ㌫ 58.63 ㌫ 69.03 ㌫ 70.37 ㌫ 71.83 ㌫ 44.15 ㌫

得票順位 氏　名 得票数

１ 河野　しゅんじ 11,029

２ 東国原　英夫 8,813

３ スーパークレイジー君 259

【得票結果（小林市）】

投票総数 有効得票数 無効得票数 その他

20,138 20,101 37 0

【開票結果（小林市）】

●問・選挙管理委員会　℡ 23‐1143



７

２０２3 年　1 月 15 日号 Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎおしらせ

KOBAYASHI2023.1.15

Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎ
　

素
肌
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の

セ
ル
フ
ケ
ア
を
学
び
ま
し
ょ
う
。

◆
日
時　

３
月
７
日
（
火
曜
）

　

①
10
時
～
11
時
30
分

　

②
19
時
～
20
時
30
分

◆
場
所 

野
尻
庁
舎
２
階
大
会
議
室

◆
参
加
費　

無
料

◆
対
象
者　

49
歳
以
下

◆
定
員　

各
12
人

◆
申
込
締
切　

２
月
21
日（
火
曜
）

　

毎
日
の
ス
キ
ン
ケ
ア
を
楽
し
む

た
め
に
。

◆
日
時　

３
月
９
日
（
木
曜
）

　

①
10
時
～
11
時
30
分

　

②
19
時
～
20
時
30
分

◆
場
所 

野
尻
庁
舎
２
階
大
会
議
室

◆
参
加
費　

無
料

◆
対
象
者　

50
歳
以
上

◆
定
員　

各
12
人

◆
申
込
締
切　

２
月
22
日（
水
曜
）

◆
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
の
人

◆
申
込
方
法

　

窓
口
で
直
接
申
し
込
む
か
、
電

話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
の
際
、
受
講
希
望
の

　

時
間
帯
を
伝
え
て
く
だ
さ
い

●
申
・
問
・
教
育
部
野
尻
分
室

　

℡
44
‐
１
１
０
０

　

基
本
か
ら
学
べ
る
教
室
で
す
。

交
流
を
楽
し
み
な
が
ら
、
お
い
し

い
料
理
を
一
緒
に
作
り
ま
せ
ん

か
。

◆
日
時　

２
月
17
日
（
金
曜
）

　

10
時
～
12
時
30
分

◆
場
所

　

シ
ル
バ
ー
ラ
ン
ド
望
峰
の
里

　

敷
地
内　

い
ろ
り
村

◆
内
容　

減
塩
食
な
ど
の
調
理

◆
参
加
費　

５
０
０
円

◆
対
象
者　

お
お
む
ね
60
歳
以
上

◆
定
員　

10
人

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

◆
申
し
込
み
方
法

　

３
日
前
ま
で
に
電
話
で
予
約

◆
当
日
必
要
な
も
の

　

エ
プ
ロ
ン
／
三
角
巾
／
手
拭
き

タ
オ
ル
／
マ
ス
ク
／
腕
カ
バ
ー

（
必
要
に
応
じ
て
）

●
申
・
問

・
シ
ル
バ
ー
ラ
ン
ド　

望
峰
の
里

　

℡
27
‐
１
０
０
０

　

不
登
校
・
ひ
き
こ
も
り
で
悩
み

を
抱
え
る
家
族
が
気
軽
に
交
流
で

き
る
場
で
す
。
安
心
し
て
お
互
い

に
語
り
合
い
、
学
び
合
い
、
一
息

つ
き
ま
せ
ん
か
。 

◆
日
時　

２
月
19
日
（
日
曜
）

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

◆
場
所

　

小
林
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

別
館
第
１
会
議
室

◆
内
容　

情
報
提
供
、
懇
談
会

◆
対
象

　

本
人
、
家
族
、
経
験
者
、
支
援
者

●
問
・
小
林
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

℡
23
‐
３
４
６
６

　

不
登
校
や
ひ
き
こ
も
り
な
ど
、

生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
て
立
ち
止
ま

っ
て
い
る
人
、
家
族
以
外
と
の
つ

な
が
り
が
乏
し
い
人
な
ど
の
た
め

の
、
家
以
外
の
安
心
安
全
な
居
場

所
「
ま
る
灯
」
で
す
。
ゆ
る
や
か

に
つ
な
が
り
、
一
緒
に
新
し
い
人

生
を
始
め
て
行
き
ま
せ
ん
か
。

◆
日
時　

２
月
19
日
（
日
曜
）

　

13
時
30
分
～
16
時

◆
場
所

　

小
林
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

別
館
２
階
和
室

◆
参
加
費　

無
料

◆
対
象

　

不
登
校
・
ひ
き
こ
も
り
の
人
や

社
会
の
中
で
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ

て
い
る
人

●
問
・
小
林
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

℡
23
‐
３
４
６
６

　

介
護
を
し
て
い
る
人
と
悩
み
や

介
護
経
験
な
ど
に
つ
い
て
語
り
合

い
、
何
か
ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
予
約
不

要
、
参
加
費
無
料
で
誰
で
も
参
加

で
き
ま
す
。

◆
日
時　

２
月
４
日
（
土
曜
）

　

13
時
30
分
～
15
時

※
２
月
は
第
２
土
曜
が
祝
日
の
た

　

め
、
第
1
土
曜
に
開
催
し
ま
す

◆
場
所

　

小
林
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

◆
内
容　

集
い

●
問

・
小
林
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
25
‐
０
７
０
７

・
小
林
市
西
部
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

　

℡
27
‐
２
５
５
２

　

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
の
実
施
期
間
が
延
長
さ
れ
ま

し
た
。
実
施
医
療
機
関
に
つ
い
て

は
、
健
康
推
進
課
に
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◆
期
間　
２
月
28
日
（
火
曜
）
ま
で

◆
対
象
者

・
65
歳
以
上
の
人

・
60
歳
～
64
歳
で
、
心
臓
や
じ
ん

臓
、
呼
吸
器
、
免
疫
機
能
に
重
い

病
気
が
あ
り
、
日
常
生
活
の
活
動

が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障

が
い
の
あ
る
人

◆
費
用　

年
1
回　

１
５
０
０
円

※
生
活
保
護
世
帯
は
無
料
。
受
給

　

証
明
書
を
医
療
機
関
に
提
出
く

　

だ
さ
い

▼
そ
の
他

　

期
間
を
過
ぎ
る
と
公
費
負
担
の

適
用
が
な
く
な
り
ま
す
。

●
問
・
健
康
推
進
課

℡
23
‐
０
３
２
３

家
族
介
護
者
の
集
い
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
の
延
長

の
じ
り
生
涯
学
習
講
座

参
加
者
募
集

保
健
・
福
祉

ひ
き
こ
も
り
家
族
会
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
る

人
の
居
場
所
「
ま
る
灯と
う
」

若
さ
を
保
つ
ス
キ
ン
ケ
ア
講
座

共
通
事
項

ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
を
目
指
す

ス
キ
ン
ケ
ア
講
座

料
理
教
室
参
加
者
募
集
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地
域
の
子
ど
も
や
高
齢
者
、
認

知
症
の
人
や
そ
の
家
族
な
ど
、
誰

で
も
気
軽
に
参
加
し
、
お
茶
や
話

を
し
た
り
、
歌
や
ゲ
ー
ム
な
ど
を

し
て
交
流
を
深
め
る
場
で
す
。

●
問

・
小
林
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
25
‐
０
７
０
７

・
の
じ
り
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
44
‐
２
２
７
１

・
社
会
福
祉
協
議
会
須
木
支
所

　

℡
48
‐
２
０
７
３

・
小
林
市
西
部
地
域
包
括
支
援

　

セ
ン
タ
ー

　

℡
27
‐
２
５
５
２

　

子
宮
頸
が
ん
予
防
（
Ｈ
Ｐ
Ｖ
）

ワ
ク
チ
ン
定
期
接
種
の
対
象
年
齢

を
過
ぎ
、
自
費
で
接
種
し
た
人
に

対
し
接
種
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

◆
受
付
期
限

　

令
和
７
年
３
月
31
日

◆
受
付
場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

◆
対
象
者（
条
件
全
て
満
た
す
人
）

①
平
成
９
年
４
月
２
日
～
平
成
17

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
女
性

②
令
和
4
年
4
月
1
日
時
点
で
小

林
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
人

③
定
期
接
種
対
象
年
齢
（
小
学
６

年
生
か
ら
高
校
１
年
生
相
当
ま

で
）
の
間
に
３
回
の
接
種
を
完
了

し
て
い
な
い
人

④
17
歳
（
高
校
２
年
生
相
当
）
と

な
る
年
度
の
初
日
か
ら
令
和
４
年

３
月
31
日
ま
で
に
国
内
の
医
療
機

関
で
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を

自
費
で
受
け
た
人

◆
申
込
方
法　

　

次
の
書
類
を
窓
口
に
提
出

①
助
成
金
申
請
書
兼
請
求
書
（
窓

口
で
入
手
す
る
か
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）

②
被
接
種
者
の
氏
名
・
住
所
・
生

年
月
日
が
確
認
で
き
る
書
類
（
住

民
票
、
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険

証
な
ど
）
の
写
し

※
申
請
者
と
被
接
種
者
が
異
な
る

　

場
合
は
双
方
の
も
の
を
提
出

③
通
帳
か
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の

写
し

④
接
種
費
用
の
支
払
い
を
証
明
す

る
書
類
（
領
収
書
、
明
細
書
、
支

払
証
明
書
な
ど
の
原
本
）

※
添
付
で
き
な
い
場
合
は
、
健
康

　

推
進
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ

　

さ
い

⑤
接
種
記
録
が
確
認
で
き
る
書
類

（
母
子
健
康
手
帳
「
予
防
接
種
の

記
録
」
欄
の
写
し
な
ど
）

⑥
印
鑑
（
認
め
印
可
）

◆
助
成
額　

　

上
限
額
（
接
種
１
回
当
た
り

１
万
８
２
３
８
円
）
の
範
囲
内
で

最
大
３
回
分
ま
で

※
接
種
に
要
し
た
交
通
費
、
宿
泊

　

費
、
書
類
の
発
行
に
要
し
た
文

　

書
料
な
ど
は
対
象
外

◆
そ
の
他

　

定
期
接
種
の
対
象
年
齢
を
過
ぎ

て
接
種
を
受
け
る
人
は
、
実
費
の

負
担
な
く
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
対
象
者
に
は

個
別
に
通
知
し
て
い
ま
す
。

●
問
・
健
康
推
進
課

　

℡
23
‐
０
３
２
３

23
‐
０
３
２
５

　

相
談
支
援
専
門
員
に
よ
る
障
が

い
者
巡
回
相
談
会
を
開
催
し
ま

す
。
障
が
い
の
あ
る
人
や
そ
の
家

族
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
情
報

提
供
や
助
言
を
行
い
ま
す
。
気
軽

に
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

１
月
31
日
（
火
曜
）

　

10
時
～
15
時

◆
場
所　

中
央
公
民
館　

会
議
室

◆
対
象

　

障
が
い
の
あ
る
人
や
家
族
、
関

係
者
な
ど

※
障
が
い
の
種
別
や
診
断
の
有
無

は
問
い
ま
せ
ん

◆
そ
の
他

　

事
前
の
予
約
、
問
い
合
わ
せ
は

不
要
で
す
。
相
談
は
無
料
で
す
。

●
問

・
に
し
も
ろ
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
22
‐
２
３
７
３

　

22
‐
２
３
５
８

　

info@
n-kikansoudan.net

　

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
施

設
の
開
設
、
ま
た
は
増
設
を
希
望

す
る
事
業
者
の
公
募
を
行
い
ま

す
。
令
和
５
年
度
公
募
分
と
し

て
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
を
開
設
、

ま
た
は
増
設
す
る
事
業
者
を
公
募

し
ま
す
。
公
募
要
領
な
ど
詳
し
く

は
、
２
月
１
日
付
け
で
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク

チ
ン
の
接
種
費
用
助
成

　

‐
カ
フ
ェ
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

ｅ

案　

内

　災害などの情報をお届けする
「小林市メール配信サービス」。必要な情報の
種類やお住まいの地区に応じた配信が可能で
す。登録希望者は QR コードを読み取り、受
信メールに従って登録をお願いします。

暮らしに役立つ情報届けます

小林市メール配信サービス

◆　- カフェ開催一覧（須木ふるさとセンターは前日までに要予約）ｅ

２月 15 日（水曜）

２月 22 日（水曜）

２月 22 日（水曜） 須木総合ふるさとセンター

永田館

細野団地集会所

細野小学校まちづくり
協議会内会議室

時　間

小林

地区

須木

野尻

10 時～ 11 時

13 時 30 分 ～
14 時 30 分
10 時
　～ 11 時 30 分
10 時
　～ 11 時 30 分

日　程 場　所
13 時 30 分
　～ 14 時 30 分

14 時
　～ 15 時 30 分

２月８日（水曜）

２月 22 日（水曜）

小林社会福祉センター
別館第１会議室

東麓地区（茶飲ん場ふもと）

２月 1 日（水曜）
２月 15 日（水曜）

障
が
い
者
巡
回
相
談
会

を
開
催
し
ま
す

指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
施
設
の
公
募

FAXMail FAX
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◆
対
象
児
童

　

保
護
者
が
仕
事
な
ど
で
昼
間
家

庭
に
い
な
い
小
学
生（
１
～
６
年
）

◆
申
込
方
法

　

４
月
か
ら
利
用
を
希
望
す
る
人

は
、
各
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
申

請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
在
入
会
し
て
い
る
人
も
含
む

※
⑰
、
⑱
は
各
園
で
受
付

◆
申
請
書
配
布
場
所

　

各
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、
子
育

て
支
援
課
、
野
尻
庁
舎
住
民
生
活

課
で
受
け
取
る
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

◆
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

①
小
林
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
小
林
小
学
校
敷
地
内
専
用
施
設
）

②
南
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
南

保
育
園
内
）

③
細
野
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
細
野
小
学
校
余
裕
教
室
）

④
こ
ば
と
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
認
定
こ
ど
も
園
こ
ば
と
保
育
園

内
）

⑤
三
松
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
三
松
小
学
校
敷
地
内
専
用
施
設
）

⑥
野
尻
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
野

尻
小
学
校
前
専
用
施
設
）

⑦
東
方
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
東

方
保
育
園
内
）

⑧
西
小
林
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
認
定
こ
ど
も
園
西
小
林
保
育
園

内
）

⑨
紙
屋
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
紙
屋
小
学
校
余
裕
教
室
）

⑩
栗
須
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
栗
須
小
学
校
余
裕
教
室
）

⑪
三
松
小
第
2
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
（
三
松
公
民
館
）

⑫
緑
ヶ
丘
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
市
役
所
第
4
別
館
隣
）

⑬
大
塚
原
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
大
塚
原
認
定
こ
ど
も
園
内
）

⑭
キ
ッ
ズ
サ
ポ
ー
ト
ル
ー
ム
Ｈ
Ｕ

Ｇ
通
り
町
（
民
家
：
小
林
市
通
り

町
）

⑮
三
松
小
第
3
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
（
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
）

⑯
キ
ッ
ズ
サ
ポ
ー
ト
ル
ー
ム
Ｈ
Ｕ

Ｇ
上
ノ
馬
場
（
二
口
子
供
医
院

跡
：
小
林
市
上
ノ
馬
場
）

⑰
み
ま
つ
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
認
定
こ
ど
も
園
み
ま
つ
内
）

⑱
野
尻
保
育
園
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
（
野
尻
保
育
園
内
）

※
⑰
、
⑱
は
新
設
予
定

◆
受
付
期
間
（
平
日
の
み
）

　

１
月
25
日
（
水
曜
）

　

～
２
月
15
日
（
水
曜
）

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
選
考

●
問
・
子
育
て
支
援
課

　

℡
23
‐
１
２
７
８

◆
対
象

　

保
護
者
が
仕
事
な
ど
で
昼
間
家

庭
に
い
な
い
小
学
生（
１
～
６
年
）

◆
定
員　

10
人

◆
申
込
方
法　

　

令
和
５
年
４
月
か
ら
利
用
を
希

望
す
る
人
は
、
入
会
申
請
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
在
入
会
し
て
い
る
人
も
含
む

◆
申
込
書
配
布
場
所

　

子
育
て
支
援
課
、
須
木
中
央
保

育
園
、
須
木
庁
舎
住
民
生
活
課
で

受
け
取
る
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

◆
受
付
期
間
（
平
日
の
み
）

　

１
月
25
日
（
水
曜
）

　

～
２
月
15
日
（
水
曜
）

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
選
考

◆
受
付
場
所

　

子
育
て
支
援
課
、
須
木
中
央
保

育
園

●
問
・
子
育
て
支
援
課

　

℡
23
‐
１
２
７
８

　

自
分
で
作
成
し
た
遺
言
書
を
法

務
局
で
長
期
間
保
管
で
き
ま
す
。

紛
失
や
改
ざ
ん
の
防
止
、
裁
判
所

で
の
確
認
が
不
要
に
な
る
な
ど
の

利
点
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
死
亡

時
通
知
も
利
用
で
き
ま
す
。

◆
費
用　

３
９
０
０
円
（
１
件
）

※
事
前
予
約
が
必
要

※
詳
細
は
法
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
を
確
認
す
る
か
、
問
い
合
わ

　

せ
く
だ
さ
い

●
申
・
問

・
宮
崎
地
方
法
務
局
都
城
支
局

　

℡
０
９
８
６
‐
22
‐
０
４
９
０

令
和
５
年
度
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
の
入
会
受
付

令
和
５
年
度
須
木
中
央

保
育
園
「
預
か
り
事
業
」

の
利
用
申
し
込
み
受
付

法務省
HP

自
筆
証
書
遺
言
書

保
管
制
度

◆対象者　県内在住の 60 歳以上の人（昭和 39 年４月１日以前生）
◆参加料　５００円（種目によっては別途プレイ代が必要です）
◆申込期間　２月１日（水曜）～２月 28 日（火曜）
◆開催日　５月 21 日（日曜）※ミニテニスは 22 日（月曜）、　ゴルフ　
　は 19 日（金曜）、　ラージボール卓球は 14 日（日曜）に開催
◆会場　ひなた宮崎県総合運動公園　ほか
◆競技種目　スポーツ種目（26 種目）
　ラージボール卓球、テニス、ソフトテニス、ソフトボール、ゲートボール、
ペタンク、ターゲット・バードゴルフ、グラウンド・ゴルフ、バウンドテニス、
ミニバレーボール、ソフトバレーボール、ミニテニス、弓道、剣道、なぎなた、
太極拳、四半的弓道、ボウリング、ゴルフ、サッカー、ラグビーフットボ
ール、パークゴルフ、水泳、卓球バレー、ダンススポーツ、還暦軟式野球
◆競技種目　文化種目（３種目）　囲碁、将棋、健康マージャン
※競技詳細や会場、申込方法などは問い合わせください
※参加申込多数の場合は抽選
●申・問
・長寿介護課　℡ 23‐１１４０　・須木庁舎住民生活課　℡ 48‐３１３２
・野尻庁舎住民生活課　℡ 44‐１１００
・県社会福祉協議会長寿社会推進センター　℡０９８５‐31‐９６３０

宮崎ねんりんピック２０２３参加者募集
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地
方
税
法
３
４
１
条
第
４
号
に

規
定
す
る
償
却
資
産
を
所
有
す
る

事
業
者
は
、
法
人
・
個
人
を
問
わ

ず
申
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

◆
地
方
税
法
３
４
１
条
第
４
号
に

規
定
す
る
償
却
資
産
と
は

①
土
地
・
家
屋
を
除
く
事
業
用
の

資
産
（
機
械
類
や
建
築
物
、
備
品

な
ど
）

②
法
人
税
法
ま
た
は
所
得
税
法
の

規
定
に
よ
り
減
価
償
却
額
（
費
）

と
し
て
申
告
す
る
資
産
の
う
ち
、

次
に
あ
げ
る
以
外
の
も
の

・
取
得
価
格
が
少
額
な
資
産（
例
：

取
得
価
格
が
10
万
円
未
満
ま
た
は

耐
用
年
数
が
１
年
未
満
の
も
の
）

・
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
資
産

◆
申
告
対
象
者

　

令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
に
事
業
用
資
産
を
所
有
す
る
人

※
工
場
や
商
店
な
ど
の
経
営
だ
け

　

で
な
く
、
農
業
経
営
、
ア
パ
ー

　

ト
経
営
、
太
陽
光
発
電
に
よ
る

　

売
電
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
の
で

　

注
意
く
だ
さ
い

◆
申
告
方
法

　

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
に
よ
る
申
告
、

ま
た
は
税
務
課
・
須
木
庁
舎
住
民

生
活
課
・
野
尻
庁
舎
住
民
生
活
課

の
窓
口
、
郵
送
で
申
告
書
を
提
出

く
だ
さ
い
。

◆
申
告
締
切　

１
月
31
日（
火
曜
）

●
問
・
税
務
課

　

℡
23
‐
０
１
１
５

　

発
電
量
を
売
電
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
家
屋
の
屋
根
お
よ
び
土

地
に
設
置
し
た
太
陽
光
パ
ネ
ル
な

ど
の
設
備
は
、
固
定
資
産
税
（
償

却
資
産
）
の
課
税
対
象
と
な
る
場

合
が
あ
り
、
所
定
の
様
式
で
の
申

告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
申
告
用

紙
は
税
務
課
に
あ
り
ま
す
の
で
、

税
務
課
ま
で
問
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
法
人
・
個
人
は
問
い
ま
せ
ん
。

◆
申
告
方
法

　

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
に
よ
る
申
告
、

ま
た
は
税
務
課
・
須
木
庁
舎
住
民

生
活
課
・
野
尻
庁
舎
住
民
生
活
課

の
窓
口
、
郵
送
で
申
告
書
を
提
出

く
だ
さ
い
。

◆
申
告
締
切

　

１
月
31
日
（
火
曜
）
必
着

●
問
・
税
務
課

　

℡
23
‐
０
１
１
５

10 ㌔㍗以上の
太陽光発電設備

個人（住宅用）

設置者 10 ㌔㍗未満の
太陽光発電設備

課税対象になります。
事業用資産にならないため、課税対象外
となります。

事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かに関わら
ず、償却資産として課税対象となります。

事業の用に供している資産のため、個人（事業用）と同じ取扱いです。

個人（事業用）

法人

◆表１ 設置者および発電規模別課税区分

◆表２ 発電に係る設備の部分別評価区分

太陽光発電設備

家屋に一体の建材（屋
根材など）として設置

太陽光パネルの
設置方法

家屋

パネル 架台 接続
ユニット

パワーコン
ディショナー

表示
ユニット

架台に乗せて屋根に設
置

家屋以外の場所（地上
や家屋の要件を満たし
ていない構築物など）
に設置

－ 償却 償却 償却 償却 償却

償却 償却 償却 償却 償却 償却 償却

償却 償却 償却 償却 償却 償却 償却

令
和
５
年
１
月
１
日
現
在

固
定
資
産
税
償
却
資
産

の
申
告
に
つ
い
て

太
陽
光
発
電
設
備
な
ど

の
課
税
に
つ
い
て

電力量計等 蓄電池

家屋：家屋としての評価対象となるため、償却資産の申告は不要です。
償却：償却資産に該当します。償却資産の申告が必要です。
※設置方法によっては必ずしも上記の表のとおりでない場合があります。


